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自由権規約第６条についての一般的意見Ｎｏ．３６草案に対

する日本政府コメントについての意見書 

２０１８年（平成３０年）２月１４日 

日本弁護士連合会 

第１ 意見の趣旨 

 当連合会は，２０１６年１０月７日，第５９回人権擁護大会において「死刑制

度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」（別紙１）を決議し，日本社会

にこれを呼びかけた団体として，国際人権（自由権）規約委員会（以下「自由権

規約委員会」という。）の「市民的及び政治的権利に関する国際規約第６条（生

命に関する権利）についての一般的意見Ｎｏ．３６」（以下「一般的意見」という。）

を歓迎し，賛意を表するとともに，日本政府が自由権規約委員会の意見に対する

コメント（以下「日本政府コメント」という。）を提出したことを受けて，その日

本政府コメント中，一般的意見の第４項（死刑を科すこと）及び第５項（市民的

及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約。以下「規約」という。）第６条と

他の条項及びその他の法体制との関連）における死刑制度に関する部分について，

日本政府とは意見を異にするので，以下のとおり，当連合会としての意見を述べ

る。 

１ 死刑適用犯罪の限定に関する一般的意見（パラグラフ３９第２文）中の「最

も重大な犯罪」の解釈に対する日本政府コメント（第２文から武装強盗，海賊

行為，性犯罪は除く。冒頭に「原則として」を挿入する。）は，日本の現行の死

刑適用犯罪の種類が多いことに合わせて，その限定を緩やかに解釈しようとす

るもので，規約第６条第２項の趣旨に反し，採用されるべきではない。 

２ 死刑の廃止に向けた国際社会の努力に関する一般的意見（パラグラフ４４第

１文，同５４，同５５）に対する以下の日本政府コメント(1)ないし(3)は，２

０１４年の自由権規約委員会による第６回日本審査で採択された総括所見（以

下「総括所見」という。）パラグラフ１３(a)（死刑廃止に対する考慮，死刑適

用犯罪数の減少）及び総括所見パラグラフ１３(f)（規約の第二選択議定書への

加入の検討）に反し，あくまでも日本を意識した死刑の維持にこだわるもので，

適切な意見とは言えない。 

(1) パラグラフ４４第１文中の規約第７条の解釈に関連する「いまだ死刑を廃

止していない締約国」という表現に対する日本政府コメントは，これを不適
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切であるとし，例えば「死刑制度を有する締約国」の表現に置き換えられる

べきである，としている。 

(2) パラグラフ５４に対する日本政府コメントは，パラグラフ全体の削除を求

めている。 

(3) パラグラフ５５に対する日本政府コメントは，パラグラフ全体の削除を求

めている。 

３ 死刑執行に関わる事前・事後の情報不告知に関する一般的意見（パラグラフ

４４第５文，同６０第２文）に対する以下の日本政府コメント(1)，(2)は，死

刑囚及びその家族の心情に反し，死刑囚の権利行使の機会を奪う意見で，採用

されるべきではない。 

(1) パラグラフ４４第５文に対する日本政府コメントは，処刑日時を知らせな

いことは不当な取扱いではなく，死刑囚の精神的苦痛を緩和するなど合理的

理由がある，としている。 

(2) パラグラフ６０第２文に対する日本政府コメントは，近親者に対する不告

知も関係者の苦痛を考慮するものであるとし，第２文から「予定されている

死刑執行の日時」の削除を求めている。 

４ 死刑を科す刑事訴訟手続における弁護人の立会い及び適正手続に関する一般

的意見（パラグラフ４５第２文，同５８第２文）に対する以下の日本政府コメ

ント(1)，(2)は，刑事訴訟手続の適正手続に対する理解の欠如であり，とりわ

け死刑判決における誤判の危険性を軽視する意見であって，採用すべきではな

い。 

(1) パラグラフ４５第２文に対する日本政府コメントは，取調べと予審におけ

る適正手続は刑事弁護人の立会いなしでも実現できるとし，「取調べと予審」

の用語の削除を求めている。 

(2) パラグラフ５８第２文に対する日本政府コメントは，あらゆる不当な取扱

いに反対するが，あらゆる不当な取扱いによって得られた情報に基づく死刑

判決でも，直ちに規約第６条違反ではないとして，同文の「なる」を「なる

可能性がある」に修正を求めている。 

５ 死刑宣告に関する司法的及び行政的再調査に関する一般的意見（パラグラフ

５０，同５１第１文）に対する以下の日本政府コメント(1)，(2)は，日本の死

刑制度の現状の運用を正当化するあまり，生命剥奪という不可逆的な結果をも

たらす極刑に対する考察を欠く意見で，採用されるべきではない。 

(1) パラグラフ５０に対する日本政府コメントは，パラグラフ全体の削除を求
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めている。 

(2) パラグラフ５１第１文に対する日本政府コメントは，死刑執行回避のため

の恩赦申立ての事例があるとして，同文から「最終的に」の文言削除を求め

ている。 

６ 死刑適用条件の絞り込みに関する一般的意見（パラグラフ５３）に対する以

下の日本政府コメント(1)，(2)は，死刑執行に直面する人の精神状態に配慮し

ない形式的な意見であり，日本政府の過去の執行に関する運用とも異なってお

り，採用されるべきではない。 

(1) パラグラフ５３第１文に対する日本政府コメントは，公判での慎重な審理

によって死刑判決が確定した以上，僅かな精神障害でも執行できないとする

誤解を避けるために表現の修正を求めている。 

(2) パラグラフ５３第２文に対する日本政府コメントは，「死刑執行が特に残

酷になる人」において指摘された要素は，公判中においても考慮されたもの

であり，執行回避の理由とならないので，当該部分の削除を求めている。 

７ 死刑廃止後の遡及効に関する一般的意見（パラグラフ４３第５文・第６文）

に対する同文の削除を求める日本政府コメントは，規約第１５条第１項第３文

の解釈として認められない。 

８ 犯罪人引渡しに関する一般的意見（パラグラフ３４第３文）に対する，同文

の最後に「規約第６条に違反して死刑が科されることを防ぐ信頼できる有効な

保証が得られていない限り」を追加することを求める日本政府コメントは，内

容の確認又は強調をしているものに過ぎず，論理的に不要である。 

 

第２ 意見の理由 

上記意見の趣旨の理由について各項目の順で述べる。 

１ 死刑適用犯罪の限定 

(1) パラグラフ３９第２文に対する日本政府コメントは，「加害者は被害者が

死に至ることを認識しながら，武装強盗，海賊行為，性犯罪を犯す可能性が

ある。そのような事件に，死刑の適用が禁止されるというのは不合理である。

それゆえ，日本政府は，この文からこれら３つの犯罪を取り除くことを提案

する。さらに，他の犯罪も被害者が死に至る可能性はあり，加害者はそれに

気付いているかもしれない。それゆえ，この文の始めに，『原則として』と挿

入すべきである。」としている。 

(2) しかし，規約第６条第２項における「最も重大な犯罪」の解釈は，同条文
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の全体の趣旨において限定的に解されることは明らかであり，総括所見パラ

グラフ１３(a)においては，「死刑の廃止を十分に考慮すること，あるいはそ

の代替として，死刑を科しうる犯罪の数を減少させて，生命の喪失を引き起

こす最も重大な犯罪に限ること。」と勧告されている。 

(3) 日本においては，現在１９種の犯罪に死刑を規定しているものの，実際に，

１９４５年以降，日本における死刑判決確定事件において，適用された犯罪

には，基本的に故意に人を殺害する行為が含まれているものであり，日本政

府コメントが指摘する「被害者が死に至る可能性はあり，加害者はそれに気

付いているかもしれない」行為に適用されている事例はない。 

(4) 一般的意見（パラグラフ３９第２文）中の「最も重大な犯罪」の解釈に対

する日本政府コメントは，日本の現行の死刑適用犯罪の種類が多いことに合

わせて，その限定を緩やかに解釈しようとするものではないかと考えられ，

規約第６条第２項の趣旨に反し，採用されるべきではない。 

ちなみに，日本が加入している国際刑事裁判所に関するローマ規程（２０

０７年７月２０日公布・平成１９年条約第６号・外務省告示第４１８号）に

おいては，集団殺害犯罪（ジェノサイド）を処罰することとなっているとこ

ろ，同規程においては，集団殺害犯罪に対して適用する刑罰の上限は，終身

の拘禁刑（第７７条第１項(b)）であり，死刑を廃止していない日本国内の状

況と異なる取扱いとなっている。 

２ 死刑制度の廃止に向けた国際社会の努力 

(1) パラグラフ４４第１文に対する日本政府コメントは，「すべての締約国に

おいて死刑制度の廃止を義務付けられているとの想定に基づくものと思われ

るところ，『いまだに死刑制度を廃止していない締約国』という表現は，不適

切である。例えば『死刑制度を有する締約国』というような別の適切な表現

に置き換えられるべきである。」としている。 

(2) しかしながら，規約第６条第２項は条文として「死刑を廃止していない国」

との用語を使用している上，同第６項は締約国に「死刑廃止を遅らせ」るた

めに「援用されてはならない」と規定しているのであり，一般的意見におけ

る「いまだ死刑制度を廃止していない締約国」という用語を変更する必要性

はない。 

(3) さらに，日本政府コメントは，パラグラフ５４について，「パラグラフの全

体の削除を提案する。規約は，固有の生存権を尊重しているのと同時に，死

刑制度を許容している。さらに，日本政府は，規約第６条第６項が『未だ死
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刑廃止国ではない締約国が，後戻りしない完全な死刑廃止への途上にいるも

のである』との立場を採っているとは思わない。」とし，パラグラフ５５につ

いても，「パラグラフ全体の削除を提案する。日本政府は，死刑制度を残虐，

非人間的あるいは品位を貶めるものであるとみなしていない。また，国際社

会の中で，死刑制度についてそのようなコンセンサスが形成されているとも

思わない。」として，いずれも全文削除を求めている。 

(4) 規約第６条の解釈としては，死刑を事実上又は法律上廃止する過程の途上

において，生命に対する権利の尊重に反しながらも，締約国の事情において

やむなく（例外的に）死刑が許容されるとの方向を示しているとするのが，

文理上相当である。 

(5) また，仮に，日本政府が死刑を残虐，非人間的あるいは品位を貶めるもの

であるとみなしていないとしても，パラグラフ５５の「第二選択議定書，及

び死刑を科すことあるいは処刑を行うことを禁止している，その他の国際的

法律文書を批准している国の増加，死刑廃止国ではないが，事実上死刑の停

止を導入している国の増加，これらは，締約国間で，死刑が残酷で非人間的

あるいは品位を貶める刑罰であるという認識での合意の形成に向けて，大き

な前進がなされたことを示している。そういった法的な進展は，規約の死刑

廃止の精神と一致するものであり，それはとりわけ規約第６条第６項及び第

二選択議定書で明らかである。」との指摘は，客観的事実を踏まえた「生命に

対する権利の尊重の進展」であることは明らかで，削除する必要性はない。 

(6) したがって，死刑制度及びその廃止に向けた国際社会の努力に関する一般

的意見（パラグラフ４４第１文，同５４，同５５）に対する日本政府コメン

トは，いずれも，総括所見パラグラフ１３(a)（死刑廃止に対する考慮，死刑

適用犯罪数の減少）及び総括所見パラグラフ１３(f)（規約の第二選択議定書

への加入の検討）に反し，あくまでも日本を意識した死刑の維持にこだわる

もので，適切な意見とは言えない。 

３ 死刑執行に関わる事前・事後の情報不告知 

(1) パラグラフ４４第５文に対する日本政府コメントは，「死刑判決を受けた

者は，判決を受けた後からいつかは死刑が執行されるものであるという事実

は分かっている。それゆえ，死刑判決を受けた者に対して，あらかじめ死刑

執行の日時が伝えられないことは，必ずしも『不当な取扱いの一形態』を構

成するわけではない。仮に，死刑を宣告された者に死刑執行の日時をあらか

じめ知らせたとすると，その者は精神の安定を失い，ひどい苦痛に苦しむだ



6 
 

ろう。さらに，死刑を宣告された者は，知らされたがゆえに死刑執行を妨害

する可能性すらある。したがって，死刑を宣告された者に対してあらかじめ

死刑執行の日時が知らされないとしても，それを『不当な取扱いの一形態』

とみなすべきではないのである。この観点から，日本政府は，この一文全体

を削除することを提案する。」とし，パラグラフ６０第２文に対する日本政府

コメントは，「あらかじめ近親者らに，死刑執行のことを伝えることは，近親

者らに不必要な精神的苦痛を引き起こしかねない。また，仮に死刑囚が，近

親者らを通じて死刑執行の日程を知るに至った場合，死刑囚の心情の安定は

悪い方向に影響されることだろう。これらの懸念を考慮して，日本政府は，

第２文から『予定されている死刑執行の日時』の部分について削除すること

を提案する。」としている。 

(2) しかしながら，いつ死刑が執行されるか分からない状況が日々続くことは，

死刑確定者に精神的な大きな不安を与える。また，過去において，国会議員

が死刑確定者に対して行ったアンケート調査によれば，回答者の６割が事前

の告知を望んでいることが示されている。家族との最後の面会もできないま

ま死刑が突然執行されることによって，家族が受ける精神的打撃も大きい（な

お，日本においても，１９５０年代にあっては，執行の２日ないし３日前に

執行予定を告知し，家族との面会も許容していた。１９５５年に死刑囚が執

行を告げられてから最後の執行までの５３時間を，刑務官玉井策郎がテープ

録音していたことが明らかとなっている。）。 

さらに，再審請求や恩赦の出願などの準備をしている死刑確定者にとって

は，事前の告知がないままの突然の執行によって，救済を求める機会が一方

的に奪われることとなりかねない。 

現に，２０１４年８月に，再審請求準備中であった死刑確定者が死刑を執

行されており，２０１７年にも，再審請求中の死刑確定者に対する執行が突

如行われ，何らの対応ができなかった事例が発生している。  

(3) したがって，死刑執行に関わる事前・事後の情報不告知に関する一般的意

見（パラグラフ４４第５文，同６０第２文）に対する日本政府コメントは，

死刑囚及びその家族の心情に反し，死刑囚の権利行使の機会を奪うとも言え

る意見であり，採用されるべきではない。 

４ 死刑を科す刑事訴訟手続における弁護人の立会い及び適正手続 

(1) パラグラフ４５第２文に対する日本政府コメントは，「『取調べと予審』の

用語を削除することを提案する。取調べや予審における適正手続は，刑事弁
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護人の立会いなしでも十分に実現することは可能である。刑事弁護人の立会

いがないというだけで，それらの手続の適正さを検証することなく，取調べ

や予審をただちに自由権規約第１４条違反とみなすことは不合理である。」

としている。 

(2) しかしながら，日本は，総括所見パラグラフ１８によって「締約国は，代

替収容制度(代用監獄)を廃止するためにあらゆる手段を講じること，すなわ

ち，特に下記の事項を保障することによって，規約第９条及び規約第１４条

における全ての保障の完全な遵守を確保しなければならない。」との勧告を

受け，その(b)において「全ての被疑者が身体拘束の瞬間から弁護人の援助を

受ける権利を保障され，かつ，弁護人が取調べに立ち会うこと。」を求められ

ている。 

したがって，日本政府コメントは，規約第９条及び第１４条の解釈として

既に日本自身に勧告されている内容について，これをことさら否定するもの

で，解釈として相当ではない。 

(3) また，パラグラフ５８第２文に対する日本政府コメントは，「あらゆる不当

な取扱いに反対の立場である。しかしながら日本政府は，不当な取扱いによ

って得られた情報に基づく死刑判決が，直ちに自由権規約第６条違反とみな

される，とすることには大きな論理の飛躍があると言わなければならない。

一口に不当な取扱いといっても広い概念であるし，この概念に含まれる処遇

の中の不当な取扱いのレベルも広く変わりうるからである。それゆえ，日本

政府は，第２文を，例えば『なる』から『なる可能性がある』へ置き換える

ような修正を求める。」としている。 

(4) これも，一般的意見においては「拷問もしくは不当な取扱い」と述べてい

るにもかかわらず，意図的に「拷問」（身体的なものであるか精神的なもので

あるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為＝拷問等禁止条約第１条第

１項）には触れずに「不当な取扱い」のみ批判しながら，「拷問」と合わせた

修文を求めて歪曲しようとしている。 

加えて，日本政府コメントは，日本が総括所見パラグラフ１３(c)で受けた

「拷問又は不当な取扱いによって得られた自白が証拠として用いられること

がないよう確保することによって，誤った死刑判決に対する法的なセーフガ

ードを速やかに強化すること。」に矛盾する意見である。 

(5) 日本においては，１９８０年代に４件（免田事件，財田川事件，松山事件，

島田事件）の死刑事件について再審無罪が確定した。いずれも，代用監獄制
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度の下での，取調べに対する弁護人の立会いもなく，拷問又は不当な取扱い

による自白が死刑確定判決にまで至らせたものである。また，袴田事件の再

審開始決定は，誤判・えん罪の危険性が具体的・現実的であることを，改め

て国民に認識させるものであった。袴田巖死刑確定者は，２０１４年３月，

当連合会の支援により約４８年ぶりに東京拘置所から釈放されている。以上

のとおり，死刑囚の誤判の危険性は，刑事訴訟における弁護人立会い及び適

正手続の欠如に始まるものである。 

(6) したがって，死刑を科す刑事訴訟手続における弁護人の立会い及び適正手

続に関する一般的意見（パラグラフ４５第２文，同５８第２文）に対する日

本政府コメントは，刑事訴訟手続の適正手続に対する理解の欠如であり，と

りわけ死刑判決における誤判の危険性を軽視する意見であって，採用すべき

ではない。 

５ 死刑宣告に関する司法的及び行政的再調査 

(1) パラグラフ５０に対する日本政府コメントは，「このパラグラフ全体を削

除することを提案する…法の支配を尊重する立憲国家においては，死刑判決

を確定させるに際しては刑事公判（と上訴手続）において慎重な審理を経て

いるところ，そのような判決が執行されることは当然のことなのである。締

約国の中には何らかの法的救済手続を組み込んでいる国もあるが，どのよう

な制度でどのように運用されるかは，それぞれの国の法制度に従うべきもの

である。」としており，パラグラフ５１第１文に対する日本政府コメントは，

「死刑執行の回避のために，同じ理由で，恩赦やその他の救済手続をしてい

る死刑確定者の複数の事例がある。仮にそのような事例で死刑の執行が妨げ

られるのであれば，死刑は執行されなくなり，刑事裁判の目的を達すること

はできなくなってしまう。このような理由から，日本政府は，第１文は不適

切と考える。それゆえ，『最終的に』という文言の削除も提案する。」として

いる。 

(2) これらの意見は，日本において発生した再審無罪事件の現実を顧みない意

見である。日本では，前述のように１９８０年代に４件の死刑事件について

再審無罪が確定したほかに，死刑事件である袴田事件の即時抗告審も，現在

審理中である。 

他にも死刑判決ではないものの，再審無罪の事案が発生している。これら

からすれば，日本政府の言う「公判における慎重審理」を経ても，なお誤判

は発生し得るものであり，司法的再調査制度の更なる充実こそ欠かせないも
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のである。 

加えて，行政的な再調査も重要である。 

日本では１９７５年に死刑囚に対する恩赦による減刑が行なわれたのを最

後に，死刑囚に対する恩赦は一切行なわれていない。事実上，恩赦による死

刑判決の減刑は停止されたままとなっている。公判審理に重きを置くあまり，

死刑囚に対する行政的な再調査が閉ざされていると言っても過言ではない。 

(3) 以上からすると，一般的意見（パラグラフ５０，同５１第１文）に対する

日本政府コメントは，日本の死刑制度の現状の運用を正当化するあまり，生

命剥奪という不可逆的な結果をもたらす極刑に対する考察を欠く意見で，採

用されるべきではない。 

６ 死刑適用条件の絞り込み 

(1) パラグラフ５３第１文に対する日本政府コメントは，「どのタイプの刑が

科されるべきかという問いは，裁判所において，犯罪の性質，犯罪者の障害

の具合がどの程度深刻かを考慮に入れて決定されるものである。法の支配を

尊重する立憲国家においては，死刑判決は，公判（上訴手続）での慎重な審

理ののちに確定しているのであって，そのような判決が執行されるべきは当

然である。現在の意見草案には，わずかながらでも精神障害を有している犯

罪者は死刑判決を受けない，あるいはそのような犯罪者には死刑判決を執行

できないとの誤解を生ずる危険性がある。それゆえ，日本政府は，そのよう

な誤解を避けるために，意見草案の表現の修正を提案する。」としており，そ

の同第２文に対する日本政府コメントは，「『死刑執行が特に残酷になる人』

の後に列挙された要素は，公判中も考慮され，死刑判決が下されるときはそ

のような考慮の後であるのだから，執行を取りやめるべき理由にはならない。

加えて，死刑判決を科した後にそのような事情が生じたとしても，やはり公

判（上訴）の中で十分な審理を経たのちに下された判決を執行するのを避け

る十分な理由とはなり得ない。ゆえにこの部分も削除されるべきである。」と

している。 

(2) しかしながら，既に国連においては未成年，妊婦，高齢者，精神障害者な

どに対し，死刑の適用及び執行を制限する国連決議が行われており（国連経

済社会理事会決議第１９８４/５０号「死刑に直面する者の権利の保護の保

障に関する決議」，国連経済社会理事会決議第１９８９/６４号「死刑に直面

する者の権利の保護の保障の履行に関する決議」，国連人権委員会決議第２

００５/５９号等），日本政府コメントはこれに反する。 
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なお，日本における死刑の執行自体が，他の刑罰と違って，法務大臣とい

う特別な地位にある者に委ねられており（他の刑罰の執行機関は検察官），１

９９８年以降の法務大臣で，その在任中に死刑を執行しなかった法務大臣は，

確認できただけで合計８名となっている。 

(3) したがって，死刑適用条件の絞り込みに関する一般的意見（パラグラフ５

３第１文・第２文）に対する日本政府コメントは，死刑執行に直面する人の

精神状態に配慮しない形式的な意見であり，日本政府の過去の執行に関する

運用とも異なっており，採用されるべきではない。 

７ 死刑廃止後の遡及効 

(1) パラグラフ４３第５文・第６文に対する日本政府コメントは，「第５文と第

６文を削除することを提案する。既に死刑が執行された者とそうでない者と

の公平な観点から見ると，刑法典から死刑がなくなった後であっても，死刑

が廃止される前に既に死刑判決が確定している者に対して死刑を執行するこ

とは，なお法的に可能である。死刑廃止の遡及適用については，国民感情も

含む様々な要素を考慮に入れつつ，それぞれの締約国において決定されるべ

きである。」としている。 

(2) しかし，日本政府コメントは，日本が締約国となっている規約第１５条第

１項第３文「犯罪遂行の後に軽い刑を科すための規定が法律によってつくら

れる場合には，犯罪者はその恩恵を受ける。」との文理解釈に反する。 

(3) したがって，一般的意見（パラグラフ４３第５文・第６文）に対する日本

政府コメントは，規約第１５条第１項第３文の解釈として認められない。 

８ 犯罪人引渡し 

(1) パラグラフ３４第３文に対する日本政府コメントは，「死刑制度を有する

国への本国送還はすべて第６条違反を意味すると解し得る。したがって，こ

の文の最後に『規約第６条に違反して死刑が科されることを防ぐ信頼できる

有効な保証が得られていない限り』と追加することを提案する。」としている。 

(2) しかし，パラグラフ３４の第３文においては，「パラグラフ３８で説明して

いるように」とされているところ，パラグラフ３８の第６文において「死刑

が科されることを防ぐ信頼できる有効な保証が得られていない限り」との文

言が既に存在する。 

(3) したがって，一般的意見（パラグラフ３４第３文）に対する日本政府コメ

ントは，確認又は強調をしているものに過ぎず，論理的に不要である。 

９ 結語 
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   よって，死刑関連部分の一般的意見に対する日本政府コメントは，日本の死

刑維持を国際的に認めてもらうためのコメントとして受け取られても致し方な

く，規約第６条及び第７条等の解釈としては相当性を欠くもので，意見の趣旨

に記載したとおり，当連合会が指摘したいずれの日本政府コメントも，一般的

意見の中に採用されるべきではなく，同意見の修正は必要ではない。 
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死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言

犯罪が起こったとき，我々は，これにどう向き合うべきなのか。そして，どうす

れば，人は罪を悔いて，再び罪を犯さないことができるのだろうか。

悲惨な犯罪被害者・遺族のための施策は，犯罪被害者・遺族が，被害を受けたと

きから，必要な支援を途切れることなく受けることができるようなものでなければ

ならず，その支援は，社会全体の責務である。また，犯罪により命が奪われた場合，

失われた命は二度と戻ってこない。このような犯罪は決して許されるものではなく，

遺族が厳罰を望むことは，ごく自然なことである。

一方で，生まれながらの犯罪者はおらず，犯罪者となってしまった人の多くは，

家庭，経済，教育，地域等における様々な環境や差別が一因となって犯罪に至って

いる。そして，人は，時に人間性を失い残酷な罪を犯すことがあっても，適切な働

き掛けと本人の気付きにより，罪を悔い，変わり得る存在であることも，私たちの

刑事弁護の実践において，日々痛感するところである。

このように考えたとき，刑罰制度は，犯罪への応報であることにとどまらず，罪

を犯した人を人間として尊重することを基本とし，その人間性の回復と，自由な社

会への社会復帰と社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）の達成に資するも

のでなければならない。このような考え方は，再犯の防止に役立ち，社会全体の安

全に資するものであって，２００３年に行刑改革会議が打ち立て，政府の犯罪対策

閣僚会議においても確認されている考え方である。

私たちは，２０１１年１０月７日に第５４回人権擁護大会で死刑のない社会が望

ましいことを見据えて採択した「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求

め，死刑制度についての全社会的議論を呼びかける宣言」（以下「高松宣言」とい

う。）も踏まえ，その後の当連合会の活動の成果と国内外の状況を考慮して，本宣

言をするものである。

 ２０１５年に国際連合（以下「国連」という。）総会で改定された被拘禁者の処

遇のための最低基準規則（以下「マンデラ・ルール」という。）は，文字どおり被

拘禁者を人間として尊重し，真の改善更生を達成するために求められる最低基準で

あって，これに基づいて刑事拘禁制度を抜本的に改革することが求められている。

また，国際人権（社会権）規約委員会（以下「社会権規約委員会」という。）は，

２０１３年には，強制労働を科す懲役刑制度は国際人権（社会権）規約第６条に照

らして見直すべきことも勧告している。

そして，刑罰制度全体の改革を考えるに当たっては，とりわけ，死刑制度が，基

本的人権の核をなす生命に対する権利（国際人権（自由権）規約第６条）を国が剥

別紙１

nakahana275
長方形
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奪する制度であり，国際人権（自由権）規約委員会（以下「自由権規約委員会」と

いう。）や国連人権理事会から廃止を十分考慮するよう求められていることに留意

しなければならない。 
この間，死刑制度を廃止する国は増加の一途をたどっており，２０１４年１２月

１８日，第６９回国連総会において，「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」

を求める決議が，１１７か国の賛成により採択されているところである（日本を含

む３８か国が反対し，３４か国が棄権したものの，過去４回行われた同決議の採択

で最も多くの国が賛成した。）。このように国際社会の大勢が死刑の廃止を志向し

ているのは，死刑判決にも誤判のおそれがあり，刑罰としての死刑にその目的であ

る重大犯罪を抑止する効果が乏しく，死刑制度を維持すべき理由のないことが次第

に認識されるようになったためである。また，２０２０年に世界の刑事司法改革に

ついて議論される国連犯罪防止刑事司法会議が，日本において開催されることとな

った。 
しかも，日本では過去に４件の死刑確定事件について再審無罪が確定し，２０１

４年３月には袴田事件の再審開始決定がなされ，袴田氏は約４８年ぶりに釈放され

た。死刑制度を存続させれば，死刑判決を下すか否かを人が判断する以上，えん罪

による処刑を避けることができない。さらに，我が国の刑事司法制度は，長期の身

体拘束・取調べや証拠開示等に致命的欠陥を抱え，えん罪の危険性は重大である。

えん罪で死刑となり，執行されてしまえば，二度と取り返しがつかない。 
よって，当連合会は，以下のとおり，国に対し，刑罰制度全体を，罪を犯した人

の真の改善更生と社会復帰を志向するものへと改革するよう求めるとともに，その

実現のために全力を尽くすことを宣言する。 
１ 刑罰制度の改革について 
 (1) 刑法を改正して，懲役刑と禁錮刑を拘禁刑として一元化し，刑務所におけ

る強制労働を廃止して賃金制を採用し，拘禁刑の目的が罪を犯した人の人間

性の回復と自由な社会への再統合・社会的包摂の達成にあることを明記する

こと。 
 (2) 拘禁刑は社会内処遇が不可能な場合の例外的なものと位置付け，社会内処

遇を拡大し，社会奉仕活動命令や薬物依存者に対する薬物治療義務付け等の

刑の代替措置を導入すること。 
 (3) 犯罪の実情に応じた柔軟な刑罰の選択を妨げている再度の執行猶予の要件

を緩和し，保護観察中の再犯についても，再度の執行猶予の言渡しを可能に

するため刑法第２５条第２項を改正すること。累犯加重制度（刑法第５７条）



3 

についても，犯罪の程度に応じた柔軟な刑罰の選択を可能にするよう刑法を

改正すること。 
２ 死刑制度とその代替刑について 
 (1) 日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される２０２０年までに死

刑制度の廃止を目指すべきであること。 
 (2) 死刑を廃止するに際して，死刑が科されてきたような凶悪犯罪に対する代

替刑を検討すること。代替刑としては，刑の言渡し時には「仮釈放の可能性

がない終身刑制度」，あるいは，現行の無期刑が仮釈放の開始時期を１０年

としている要件を加重し，仮釈放の開始期間を２０年，２５年等に延ばす「重

無期刑制度」の導入を検討すること。ただし，終身刑を導入する場合も，

時間の経過によって本人の更生が進んだときには，裁判所等の新たな判断

による「無期刑への減刑」や恩赦等の適用による「刑の変更」を可能とす

る制度設計が検討されるべきであること。 
３ 受刑者の再犯防止・社会復帰のための法制度について 
 (1) 受刑者に対する仮釈放要件を客観化し，その判断を適正かつ公平に行うも

のとするため，地方更生保護委員会の独立性を強化して構成を見直すこと。

また，規則ではなく刑法において具体的な仮釈放基準を明らかにするよう，

刑法第２８条を改正すること。併せて，無期刑受刑者に対する仮釈放審理が

極めて困難となっている現状を改革するために，仮釈放の審理が定期的に必

ずなされる仕組みを作るなど，必要な措置を講ずること。 
 (2) 罪を犯した人の円滑な社会復帰を支援するため，政府の矯正・保護部門と

福祉部門との連携を拡大強化し，かつ，罪を犯した人の再就職，定住と生活

保障等につながる福祉的措置の内容の充実を求めるとともに，当連合会も，

出口支援（刑務所出所後の支援）・入口支援（刑務所に入れずに直接福祉に

つなぐ支援）に積極的に取り組むこと。 
 (3) 施設内生活が更生の妨げとならないよう，刑事施設内の規律秩序の維持の

ための規則及び刑事施設内における被拘禁者の生活全般を一般社会に近付け，

医療を独立させ，可能な限り独居拘禁を回避し，また，拘禁開始から釈放ま

で，罪を犯した人と家族・社会との連携を図るなど，新たに改正されたマン

デラ・ルールに基づいて刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（以

下「刑事被収容者処遇法」という。）を全面的に再改正すること。 
 (4) 刑の言渡しを受けた人に対する資格制限その他刑を終えた者の社会復帰を

阻害する刑法第３４条の２「刑の消滅制度」と諸法に定められた資格制限規
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定について，その必要性を一つずつ検討し，不必要な資格制限を撤廃するこ

と。 
 

                  ２０１６年（平成２８年）１０月７日   
                                    日 本 弁 護 士 連 合 会 
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提 案 理 由 
 

第１ 犯罪とその被害にどのように向き合うのか 
 犯罪が起こったとき，我々は，これにどう向き合うべきなのか。人は，なぜ罪

を犯すのだろうか。そして，どうすれば，人は罪を悔いて，再び罪を犯さないこ

とができるのだろうか。この問いは，人類の文明の始まりの時から問い続けられ，

確たる答えの見つからない難問である。 
 「生まれながらの犯罪者」という人間がいるのだろうか。私たち弁護士は，刑

事弁護とりわけ情状弁護の過程で，多くの事件で，罪を犯してしまう要因には，

貧困，障がい，虐待，家庭の機能不全，教育からのドロップアウト等の様々な社

会的疎外の影響を受けたこと等，複雑な過程が関わっていることを学んできた。 
 一方で，犯罪の多くは被害者を生み出す。悲惨な被害を受けた犯罪被害者・遺

族について，犯罪被害者等基本法は，「すべて犯罪被害者等は，個人の尊厳が重

んぜられ，その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」，「犯罪被

害者等のための施策は，犯罪被害者等が，被害を受けたときから再び平穏な生活

を営むことができるようになるまでの間，必要な支援等を途切れることなく受け

ることができるよう，講ぜられるものとする。」と定めており（同法第３条），

犯罪被害者・遺族に対する支援は，当連合会を含め社会全体の重要な責務である。 
 また，犯罪により命が奪われた場合，被害者の失われた命はかけがえのないも

のであり，これを取り戻すことはできない。このような犯罪は許されるものでは

なく，遺族が厳罰を望むことは自然なことで十分理解し得るものである。私たち

は，犯罪被害者・遺族の支援に取り組むとともに，遺族の被害感情にも常に配慮

する必要がある。そして，犯罪により命が奪われるようなことを未然に防ぐこと

は刑事司法だけではなく，教育や福祉を含めた社会全体の重大な課題である。 
  他方で，心理学や人間行動科学，脳科学の進歩により，犯罪と考えられてきた

行動の相当数が疾病的要素を持つこと，適切な支援により改善が可能であること

が分かってきている。人は，時に人間性を失い残酷な罪を犯すことがあっても，

適切な働き掛けと本人の気付きにより，罪を悔い，変わり得る存在である。 
 このように考えたとき，刑罰制度は，犯罪への応報であることにとどまらず，

罪を犯した人を人間として尊重することを基本とし，その人間性の回復と，自由

な社会への社会復帰と社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）の達成に資

するものでなければならない。この考え方は，再犯の防止に役立ち，社会全体の

安全に資するものであって，２００３年に行刑改革会議が打ち立て，政府の犯罪

対策閣僚会議においても確認されている考え方である。 
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 人権を尊重する民主主義社会であろうとする我々の社会においては，犯罪被害

者・遺族に対する十分な支援を行うとともに，死刑制度を含む刑罰制度全体を見

直す必要があるのである。 

 

第２ 刑罰の在り方が問われている 

１ 罪を犯した人が社会に復帰し，地域と共生し得る刑罰制度を 

  刑法が制定された明治時代以来，我が国においては，応報を主たる理念とす

る刑罰制度が続いてきた。 

 しかし，２００２年に発覚した名古屋刑務所における拷問・虐待事件を機と

して，法務大臣の諮問機関として設置された行刑改革会議が２００３年１２月

２２日付けで公表した提言では，「受刑者が，単に刑務所に戻りたくないとい

う思いから罪を犯すことを思いとどまるのではなく，人間としての誇りや自信

を取り戻し，自発的，自律的に改善更生及び社会復帰の意欲を持つことが大切

であり」（同提言１０ページ），「これまでの受刑者処遇において，受刑者を

管理の対象としてのみとらえ，受刑者の人間性を軽視した処遇がなされてきた

ことがなかったかを常に省みながら，現在の受刑者処遇の在り方を根底から見

直していくことが必要」（同提言１１ページ）とされた。 
 そして，２０１１年１０月７日，当連合会は，高松宣言を採択した。この宣

言は，監獄法改正に深く関わってきた当連合会が国際的な動向を踏まえて第２

次刑罰制度改革に取り組む際の基本となる提言であって，以下の内容を盛り込

んでいた。 
 「犯罪とは何か，刑罰とは何かについて，市民の間に必ずしも十分な議論が

なされてはいない。『すべての人間は，生れながらにして自由であり，かつ，

尊厳と権利とについて平等である』（世界人権宣言第１条）にもかかわらず，

現実の社会には様々な差別があり，数多くの人々が貧困を強いられ，不合理な

制約の下で自由，尊厳，権利を奪われている。そして，ごく軽微な犯罪から，

死刑が言い渡されるような重大な犯罪に至るまで，犯罪の背景にはこうした問

題が少なからず存在している。犯罪には，様々な原因がある。応報として刑罰

を科すだけでは，犯罪を生み出す諸問題の解決には全く不十分であるばかりか，

真に安全な社会を実現することもできない。確かに，罪を犯した人にその罪責

に応じた制裁を科すことは刑罰の重要な目的である。しかし，今日我が国では，

刑罰の目的が応報のみにあるかのように受け止められ，犯罪の背後にある様々

な問題から目をそむけ，罪を犯した個人にすべての責任を負わせるべく刑罰を

科そうとする風潮が強い。のみならず，近時の犯罪統計によれば，凶悪犯罪が



7 

増えておらず，犯罪数自体も減少傾向にあるという客観的な事実が存するにも

かかわらず，近年，立法による法定刑の引上げ，刑事裁判における重罰化等の

刑事司法全般において厳罰化が進み，その一方では，刑事施設において十分な

更生のための処遇がなされず，罪を犯した人が更生し社会に復帰する機会が与

えられていない。」。 
 今，犯罪そのものは減少しているにもかかわらず，再犯率が高い状況が続い

ている。この事実は，罪を犯した者に対する処遇が成功していないことを示し

ている。 
 犯罪対策閣僚会議は，２０１２年７月２０日付けで公表した「再犯防止に向

けた総合対策」において，再犯防止を重要な施策として掲げ，具体的な数値目

標を掲げた。そして，「広く国民に理解され，支えられた社会復帰を実現する」

ための方策の一つとして，弁護士及び当連合会等との連携を挙げている。 
 罪を犯した人が社会に復帰し，地域と共生し得る刑罰制度とはどのようなも

のなのかを市民と共に考え，実現していくことが，私たち弁護士会に求められ

ている。 
 罪を犯した人の人間性の回復は，気付きと精神的成長によって初めて達成す

ることができる。人間性の回復は，本人の準備ができていなければ，上からの

押し付けで実現することはできない。犯罪を行わない生き方を選ぶという選択

肢を見失っている人に対して，機会を与え，その選択肢を選びやすくするため

に支援することが，刑罰の第一の目的である。それが，全ての人が生きやすい

社会，新たな被害者を生まない，真に安全・安心な社会を実現することにつな

がるのである。 
２ 罪を犯した人を社会から排除しない 
 前記の犯罪対策閣僚会議は，「再犯防止に向けた総合対策」において，「再

犯防止は，一たび犯罪に陥った人を異質な存在として排除したり，社会的に孤

立させたりすることなく，長期にわたり見守り，支えていくことが必要である

こと，また，社会の多様な分野において，相互に協力しながら一体的に取り組

むことが必要であることから，広く国民に理解され，支えられた社会復帰を実

現する。」としている。  
 このような考えを，これまで死刑の対象とされていたような深刻な犯罪を含

め，徹底していく改革が求められている。 
３ 更生と社会復帰を刑罰制度の核に 
 我が国の刑罰制度は，１９０７年に定められた刑法により，死刑，懲役刑・

禁錮刑，罰金刑という刑罰体系が定められ，今日までこれが維持されてきた。 
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 更生とは，罪を犯した人が刑の執行後に普通の市民としての人生を過ごせる

ようになることである。人権を尊重する民主主義社会にとって，犯罪被害者・

遺族を支援することと罪を犯した人に対して社会復帰のために支援することは，

互いに矛盾するものではなく，どちらも重要な課題である。 
 罪を犯した人の尊厳と基本的人権が尊重され，社会内で地域の人々と共生で

きる環境が保障されることが，罪を犯した本人の更生を支え，ひいては犯罪の

減少にもつながる。刑務所は，「治安の最後の砦」と言われ，罪を犯した人が

逮捕され裁判を経て最後にたどり着く場所であるとされるが，重罰を科すこと

によって，罪を犯した人をいたずらに長期間社会から隔離することは，その期

間中の犯罪の防止にはつながるものの，一度社会から「犯罪者」というらく印

を押されてしまった後には，社会復帰を困難にさせるという側面がある。罪を

犯した人の多くは生活困窮状況にあり，高齢者の再入者については窃盗と詐欺

（無銭飲食）の割合が高率であることが指摘されている。このような人たちに

対しては，住居，就労，医療等の生活全般を見据えた総合的な社会的援助策を

講じることが必要なのであり，応報だけを目的とする刑罰は，再犯防止の上で

意味を持たない。 
 当連合会が行った海外調査において，スペインの重罪犯を対象とするマドリ

ッド第７刑務所で取り組まれていた「尊重のユニット」を見学した。互いの人

格を尊重することを誓約した受刑者たちに大幅な自由と自治を保障し，労働と

余暇と仲間同士の話合いを通じて人間性の回復を目指す素晴らしい取組であっ

た。 
 罪を犯した人が犯罪被害者の心の痛みを知り，自らの行為のもたらした結果

の重大さを認識することは，自らが尊重される体験を通じて培うよりほかない

のである。 
 また，更生するためには，自らの罪を自覚し反省するだけでは不十分であり，

社会復帰のために，社会の受皿と支援が必要である。現代における矯正実務に

おいては，本人の同意を得ることが大前提であるが，再犯防止には，本人の社

会適応能力を向上させるような先進的な治療と処遇プログラムが有効である。 
 このような理念は，刑事被収容者処遇法には明記されたが，刑法には刑罰の

目的が規定されていない。刑法にも，このような刑罰の目的を明記するべきで

ある。 
４ 刑務所における強制労働を廃止し，賃金制を採るべき 
 現行刑法では，原則的刑罰とされる懲役刑においては所定の作業を科すとさ

れ，禁錮刑はごく一部の犯罪についてのみ選択できる制度とされている。 
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 しかし，世界的な刑罰の流れを見ると，ドイツ，フランス，スペイン，オー

ストリア，カナダ，キルギスタン，ポーランド，ウルグアイ等多くの国々では，

受刑者に強制労働を科しておらず，賃金制を採用している。 
 懲役刑が原則的な刑罰とされている日本の刑罰制度は，国際人権基準に反す

るものと指摘されている。すなわち，社会権規約委員会による第３回日本政府

報告書審査の総括所見（２０１３年５月１７日）では，「パラグラフ１４．委

員会は，締約国の刑法典が，本規約の強制労働の禁止に違反して，刑の一つと

して刑務作業を伴う懲役を規定していることに懸念をもって留意する。（第６

条）」，「委員会は，締約国に対して，矯正の手段又は刑としての強制労働を

廃止し，本規約第６条の義務に沿った形で関係規定を修正又は破棄することを

要求する。また，委員会は，強制労働の廃止に関するＩＬＯ条約第１０５号の

締結を検討することを締約国に慫慂する。」と述べられている。 
 刑務所で教育や労働を実施することは，受刑者の社会復帰のためにも有益な

ことである。しかし，月額４０００円程度という低額な作業報奨金で労働を強

制するようなやり方は，国際水準から大きく隔たるものとなっている。現状の

懲役刑制度下では，有益な労働が提供できない場合にも，単純作業を含め，無

理にでも労働しなければならず，しかも，ほとんどの場合，作業が社会復帰し

た際に役立つスキルとはなっていない。 
 懲役刑は廃止し，労働は，労働の機会が与えられ，これを希望した者が行う

ようにすべきであり，また，労働との対価性を認める賃金制（賃金として支払

われるのは通常の賃金額から食費と住居費を控除した程度の金額として，月数

万円程度を想定する。）を導入すべきである。そして，賃金制を採用した一部

の国々で採用されている制度を参考に，このように増額された賃金の中から，

一定額を犯罪被害者のための基金として積み立て，犯罪被害者に対する支援施

策のために支出する制度を導入するべきである。  
 以上の見地から，刑法を改正して，懲役刑と禁錮刑を拘禁刑として一元化し，

刑務所における強制労働を廃止し，拘禁刑の目的が罪を犯した人の人間性の回

復と自由な社会への再統合・社会的包摂の達成にあることを刑法に明記するよ

う求める。 
５ 社会への再統合のための刑事拘禁以外の多様な刑罰メニューの提案 
 世界各国における進んだ刑事司法制度の実情を踏まえ，社会奉仕活動を命ず

ることや薬物依存からの治療・回復を目指すプログラムを刑罰制度に全面的に

取り入れていくことが必要である。また，刑の執行停止の制度が十分機能せず，

受刑能力のない病者，障がい者や高齢者が多数収容され，その処遇が矯正当局
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の大きな負担となっている。これらの者の多くは，福祉政策の枠内で処遇する

ことが望ましい。 
 知的障がい者等については，検察庁もこのような方向での施策を強く進めて

おり，当連合会もこれに全面的に協力してきた。刑事訴訟法第４８２条を改正

し，受刑能力のない病者，障がい者や高齢者を収容しないことを，裁量ではな

く義務的に保障するよう法制度上明確にすることが求められている。 
 また，個別事件の実情に照らして，苛酷な量刑の原因となっている累犯加重

制度の見直しや再度の執行猶予の要件の緩和をし，犯罪の実情に即した科刑が

可能となる法制度に改める必要がある。 
 社会内処遇措置のための国連最低基準規則（東京ルール）は，「加盟各国は，

他の選択肢を用意して拘禁処分を減少させ，かつ，人権の遵守，社会正義の要

求及び犯罪者の社会復帰上の必要を考慮して刑事司法政策を合理的なものとす

るために，自国の法制度において社会内処遇措置を発展させるものとする。」

として，刑事司法領域における拘禁の使用自体が，最小限にとどまるべきもの

であることを明らかにしている。 
 以上のような見地に立って，社会内処遇を原則とし，拘禁刑は社会内処遇が

不可能な場合の例外的なものと位置付け，社会奉仕命令や薬物依存者に対して

条件反射制御法等の有効な治療やダルクやＡＡ（アルコホーリックス・アノニ

マス）等の自助グループへの参加等の義務付けという刑の代替措置を導入する

などの制度改革に取り組むことが必要である。 
 また，再度の執行猶予の要件を緩和し，例えば，懲役３年以下の刑の言渡し

を受けたときは，再度，刑の全部の執行猶予を可能とするよう，刑法第２５条

第２項を改正すべきである。保護観察中の再犯についても，再度の執行猶予の

言渡しを可能にするよう，刑法第２５条第２項を改正すべきである。累犯加重

制度についても，犯罪の程度に応じた柔軟な刑罰の選択を可能にするよう刑法

を改正すべきである。 
６ 犯罪被害者・遺族の支援 
 冒頭においても指摘したが，刑罰制度の改革と犯罪被害者・遺族の支援とは

別個の課題であるが，いずれも重要な課題である。全ての犯罪被害者等は，個

人の尊厳が重んぜられ，その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する

のであり，犯罪被害者等のための施策は，犯罪被害者等が，被害を受けたとき

から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間，必要な支援等を

途切れることなく受けることができるよう，講ぜられるものでなければならず，

国は，犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有す
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る（犯罪被害者等基本法）。 
 したがって，犯罪被害者等に対する支援は，犯罪被害者等を取り巻く状況を

踏まえ，福祉の協力を得て，精神的な支援を含めた総合的な支援が必要である。

さらに，犯罪被害者等給付金については，支給対象者の範囲の拡大及び給付金

の増額を期すべきである。 
 
第３ 死刑制度の廃止を目指す 
１ 日本における死刑制度と当連合会 
 (1) 現在，我が国には約１３０人の死刑確定者がおり，毎年，死刑判決が言い

渡され死刑の執行が繰り返されている。 
しかし，歴史上日本で死刑が執行されなかった時期が３００年以上存在す

ることを忘れてはならない。嵯峨天皇は，えん罪による処刑を懸念して，８

１８年から死罪を遠流か禁獄に減刑した。これ以来，日本では３４７年間と

いう長期間にわたって，律令による死刑は執行されなかった。死刑は，古く

からの日本の不易の伝統ではない。 
   また，１９４０年代に行刑局長を務めた正木亮氏は，「囚人もまた人間な

り」として行刑累進処遇令を策定し死刑制度の廃止の運動を指導した。多く

の国々では死刑廃止の活動は法務省の幹部によって指導された。国会では１

９５６年と１９６５年の二度にわたって死刑廃止法案が提出されてきた。 
   ところが，近時はそのような動きも少なくなり，今や死刑廃止を公に語る

法務省幹部もいない。かえって，国連自由権規約委員会や国連拷問禁止委員

会等の国際機関から，国際人権（自由権）規約第６条（生命の権利），第７

条（非人道的な刑罰の禁止），第１４条（公正な裁判の保障）等を根拠に，

次の諸点について幾度となく改善を勧告されているにもかかわらず，我が国

では，今日まで勧告に対して見るべき改善がなされていない。 
  ①  死刑の存廃に関する議論を行うための死刑執行の基準，手続，方法等死

刑制度に関する情報が公開されていないこと。 
  ② 死刑判決の全員一致制，死刑判決に対する自動上訴制，死刑判決を求め

る検察官上訴の禁止等の慎重な司法手続が保障されていないこと。 
  ③ 死刑に直面している者に対し，被疑者・被告人段階，再審請求段階，執

行段階のいずれにおいても十分な弁護権，防御権が保障されていないこと。 
  ④ 犯行時少年や心神喪失の者の死刑執行が行われないことを確実にする制

度がなく，心神喪失の者が処刑されたと疑われる事例があること。 
  ⑤ 死刑確定者に対して，外部交通の範囲が厳しく限定されていること。 
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  ⑥ その処遇が独房で行われ，他の被拘禁者との接触が断たれているために

心身の健康を害する例が多いこと。 
  ⑦ 死刑執行の告知が当日の朝になされること。 
 (2) 当連合会は，２０１１年１０月７日，香川県高松市における第５４回人権

擁護大会において高松宣言を採択した。 
     高松宣言は，死刑が，かけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であるこ

とに加え，罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき，更生し社会

復帰する可能性を完全に奪うという問題点を内包していることや，裁判は常

に誤判の危険をはらんでおり，死刑判決が誤判であった場合にこれが執行さ

れてしまうと取り返しがつかないこと等を理由として，死刑のない社会が望

ましいことを見据え，死刑廃止についての全社会的議論を直ちに開始するこ

とを呼び掛ける必要があるとしたものである。 
     高松宣言を実現するために，当連合会は，全弁護士会から委員の参加を得

て，死刑廃止検討委員会を設置し，法務大臣に対して死刑執行の停止を要請

する活動，国会議員・法務省幹部・イギリス大使等のＥＵ関係者（ＥＵは日

本に対し死刑廃止・死刑執行停止を求めている。）・マスコミ関係者・宗教

界との意見交換，海外調査（韓国，米国のテキサス州，カリフォルニア州及

びイリノイ州，イギリス並びにスペインの死刑及び終身刑等の最高刑の調査），

政府の世論調査に対する当連合会意見書の公表，死刑廃止について考えるた

めのシンポジウム等の開催，市民向けパンフレットの発行等たゆまぬ活動を

重ねてきた。世論調査の設問が幅広く，より公平な内容に変わったのも，当

連合会等の働き掛け等によるものである。 
     また，各地の弁護士会・弁護士会連合会においても，死刑制度について検

討するための委員会等を設置しており，全国で死刑をテーマにしたシンポジ

ウムも数多く開催されている。死刑の執行に抗議する会長声明，談話等も，

数多くの弁護士会・弁護士会連合会で公表している。 
   このように当連合会が死刑廃止について全社会的議論を呼び掛ける中で，

国内外を問わず，「人権擁護団体である日弁連が死刑廃止を目指すことを宣

言し，その実現のために行動するべきではないか」とする意見が寄せられ，

当連合会に対して死刑廃止についての明確な判断を示すことが求められてい

る。高松宣言を深化させ，当連合会自らが死刑廃止を目指すべきことを宣言

した上で，その実現のために活動することこそが求められているのではない

だろうか。 
２ 袴田事件：現実的な誤判・えん罪の危険性 
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  ２０１４年３月，当連合会が支援している袴田巖死刑確定者が，約４８年ぶ

りに東京拘置所から釈放された。再審開始が決定され，死刑と拘置の執行が停

止されたのである。我が国では，１９８０年代に４件（免田事件，財田川事件，

松山事件，島田事件）の死刑事件について再審無罪が確定しているが，袴田事

件の再審開始決定は，誤判・えん罪の危険性が具体的・現実的であることを，

改めて私たちに認識させるものであった。 
  袴田事件は１９６６年に起きた事件であるが，犯人とされた袴田巌氏は，当

時３０歳であり，死刑確定から再審開始決定まで約３３年，逮捕から再審開始

決定・釈放まで約４８年を要し，釈放時は７８歳であった。しかし，検察側が

即時抗告したことから，現在，即時抗告審が東京高等裁判所に係属中である。

袴田巌氏は，長期間にわたる死刑執行の恐怖と，昼夜間独居拘禁の中での収容

により，心身を病んでしまった。 
  また，当連合会が支援する名張事件の奥西勝氏は，第一審の津地裁で無罪と

なったものの，控訴審の名古屋高等裁判所で逆転死刑となり，その後，再審開

始決定が出されたが検察官の異議申立てにより取り消され，２０１５年１０月，

再審請求中に亡くなってしまった。現在，死後再審請求を行っている。 
  さらに，飯塚事件では，再審無罪となった足利事件と同時期に同じ方法で行

われたＤＮＡ型鑑定が有罪の有力証拠とされて死刑が確定し，２００８年１０

月に執行されてしまった。現在，死後再審請求が行われているが，えん罪によ

る執行の可能性がある。 
  そして，犯人性の誤判のみならず，量刑に関わる事実認定の誤りも，死刑事

件においては重大である。 
  近年，裁判員裁判での死刑判決が上級審で覆った例が，３件生じた。この３

件について控訴されていなかったならば，死刑判決が確定し，その後の執行で

生命を奪われていたことになる。 
  ほかにも，いわゆる｢闇サイト殺人事件｣では，共同被告人３人のうち，２人

について第一審では死刑であったが，死刑となった１人は控訴審で死刑が破棄

され無期懲役とされたのに対して，もう１人は控訴の取下げによって死刑が確

定した。 
  さらに，家族３人殺害で無期懲役にとどまっていた裁判例がありながら，裁

判員裁判になると，同種の事件において，死刑を選択した事件も存在する。 
  これらの事件の存在は，量刑面で誤った事実認定に基づく判決のまま命が奪

われる可能性があり得ることを示すものである。 
  そもそも，我が国の刑事司法制度においては，起訴前の勾留期間を通じて長
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期間・長時間の取調べがなされ，虚偽の自白がなされる危険性が高い。取調べ

の録音・録画については，２０１６年刑事訴訟法の改正によって，一部の犯罪

については認められたものの，取調べの全件・全過程の録音・録画，弁護人の

取調べへの立会い及び全面的証拠開示制度も実現していない。我が国の刑事司

法制度においては，えん罪が発生する危険性は高いレベルにあると評価せざる

を得ない。 
  以上のとおり，誤判・えん罪（量刑事実の誤判を含む。）により，現実に，

無実の者や不当に死刑判決を受けた者が国家刑罰権の名の下に生命を奪われて

しまう具体的危険性があり，これらは取り返しのつかない人権侵害である。 
３ 国際社会における死刑制度 
  ２０１５年１２月末日現在，法律上死刑を廃止している国は１０２か国，事

実上死刑を廃止している国（１０年以上死刑が執行されていない国を含む。）

は３８か国であり，法律上及び事実上の死刑廃止国は，合計１４０か国と世界

の中で３分の２以上を占めている。しかも，実際に死刑を執行した国は更に少

なく，２０１５年の死刑執行国は２５か国しかなかった。 
  また，２０１４年１２月の国連総会において，「死刑の廃止を視野に入れた

死刑執行の停止」を求める決議が，過去最高数の１１７か国の賛成により採択

された。同決議は，死刑制度を保持する国々に対し，死刑に直面する者の権利

を保障する国際的な保障措置を尊重し，死刑が科される可能性がある犯罪の数

を削減し，死刑の廃止を視野に死刑執行を停止することを要請するものであ

る。 
  しかも，ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国３４か国のうち，死刑を存置

しているのは，日本，米国及び韓国の３か国のみである。このうち，韓国は死

刑の執行を１８年以上停止している事実上の死刑廃止国である。また，アムネ

スティ・インターナショナルによると，米国では，５０州のうち１８州が死刑

を廃止し，死刑存置州のうち，３州では州知事が死刑の執行停止を宣言してお

り，死刑を執行したのは，２０１５年は６州のみである。したがって，死刑を

国家として統一して執行しているのは，ＯＥＣＤ加盟国のうちでは日本だけで

ある。 
  さらに，日本は，国連の自由権規約委員会（１９９３年，１９９８年，２０

０８年，２０１４年），拷問禁止委員会（２００７年，２０１３年）や人権理

事会（２００８年，２０１２年）から死刑執行を停止し，死刑廃止を前向きに

検討するべきであるとの勧告を受け続けているにもかかわらず，死刑の執行を

繰り返しているのである。 
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  このように，死刑制度を残し，現実に死刑を執行している国は，世界の中で

は例外的な存在となっている。この事実は，日本の社会において広く知られて

いるとは言えず，今後の死刑の在り方を考える上で，共通に認識されなければ

ならない。 
４ 死刑制度はなぜ廃止しなければならないのか 
  死刑は，生命を剥奪するという刑罰であり，国家による重大かつ深刻な人権

侵害であることに目を向けるべきである。刑事司法制度は人の作ったものであ

り，その運用も人が行う以上，誤判・えん罪の可能性そのものを否定すること

は誰にもできないはずである。そして，他の刑罰が奪う利益と異なり，死刑は，

生命という全ての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するのであるから，取

り返しがつかず，他の刑罰とは本質的に異なるものである。 
  そして，死刑は，罪を犯した人の更生と社会復帰の可能性を完全に奪う刑罰

である。私たちが目指すべき社会は，罪を犯した人も最終的には受け入れる寛

容な社会であり，全ての人が尊厳をもって共生できる社会である。 
  当連合会は，死刑制度の廃止を目指すべきことを今こそ宣言し，そのための

活動を行う決意である。 
５ 死刑の犯罪抑止力について 
 死刑制度に他の刑罰に比べて犯罪に対する抑止効果が認められるかどうか，

長い論争が続けられてきた。しかし，そのような犯罪抑止力があることを疑問

の余地なく実証した研究はなく，むしろ多くの研究は，死刑の犯罪抑止効果に

疑問を示しているのが実情である。例えば，米国では，死刑廃止地域より存置

地域のほうが，殺人発生率が著しく高いとのデータも示されている（Death 

Penalty Information Center の調査による。）。 

 他方，我が国における凶悪犯罪は減少傾向にあり，殺人（予備・未遂を含む。）

の認知件数は，１９７８年からは２０００件を下回り，２０１３年には１００

０件を下回った。２０１５年は９３３件である。殺人発生率（既遂）も人口１

０万人あたり０．２８件であり，２１８か国中２１１番目（日本より下位の国々

は，人口５６万人のルクセンブルグ及びその他は人口２０００人から７万人の

小国である。）に位置し，我が国は，凶悪犯罪が最も少ない国の一つであり，

死刑により凶悪犯罪を抑止する必要性は低い社会である。 
  そして，犯罪の抑止は，犯罪原因の研究と予防対策を総合的・科学的に行う

べきであり，他の刑罰に比べて死刑に犯罪抑止力があるということは科学的に

証明されていないのであるから，犯罪抑止力を根拠に死刑を存続させるべきで

あるとは言えない。 



16 

６ 情報公開と世論 
  (1) ２００７年１２月以降，政府は，被執行者の氏名，生年月日，犯罪事実及

び執行場所を公表するようになったが，それ以外は公表していない。２０１

０年８月には，一部の報道機関に対してのみ，東京拘置所の刑場が公表され

たが，以後公表されていない。死刑制度に関する情報公開は極めて不十分で

ある。２０１４年２月には，裁判員経験者２０名から法務大臣に対して，死

刑執行の停止と死刑に関する情報公開を求める要望書も提出されている。 
 (2) 政府は，国際機関からの死刑の執行停止を求める意見に対して，日本の死

刑制度は国民世論に支持されていると説明してきた。内閣府が２０１４年１

１月に実施した世論調査で，「死刑もやむを得ない」という回答が８０．３％

という結果となったこと等が根拠であろう。しかし，そのうち「状況が変わ

れば廃止」が４０．５％であり，また「終身刑導入なら廃止」も全回答者の

３７．７％に上る。死刑についての情報が十分に与えられ，死刑の代替刑も

加味すれば，死刑廃止が必ずしも国民世論の少数になるとは限らない。 
     また，イギリスで研究を進めている犯罪学者の佐藤舞氏は，日本における

死刑に関する世論調査について研究し，死刑存置賛成でも確固たる意見を持

っていない人が多いこと，死刑に関する情報を与えられると死刑制度への支

持に変化が見られることを実証的に明らかにした。 
   すなわち，十分な情報を提供し，熟議すれば，国民世論も変化し得ると考

えられる。そして，多くの死刑廃止国において，廃止時には存置の意見の方

が多かったにもかかわらず，廃止後に徐々に世論が変化していることが指摘

されている。 
   私たちは，世論に働き掛け，これを変えるための努力を続けなければなら

ないが，そもそも死刑廃止は世論だけで決めるべき問題ではない。世界の死

刑廃止国の多くも，犯罪者といえども生命を奪うことは人権尊重の観点から

許されない等との決意から，世論調査の多数を待たずに死刑廃止に踏み切っ

てきた。 
７ 死刑制度を廃止した場合の最高刑の在り方 
  最初に確認しなければならないことは，日本における無期懲役刑は，仮釈放

の可能性のある終身刑だということである。仮釈放されても，仮釈放の条件違

反や再犯があれば，再収容されるのであり，また多くの無期受刑者は，仮釈放

されることなく獄死している。 
  当連合会は，２００８年１１月１８日付け「『量刑制度を考える超党派の会

の刑法等の一部を改正する法律案（終身刑導入関係）』に対する意見書」にお
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いて，「無期刑受刑者を含めた仮釈放のあり方を見直し無期刑の事実上の終身

刑化をなくし，かつ死刑の存廃について検討することなしに，刑罰として新た

に終身刑を創設すること（量刑議連の「刑法等の一部を改正する法律案」）に

は反対する。」との意見表明を行っている。その理由は，死刑制度を存置した

まま，仮釈放の可能性のある終身刑の上に仮釈放の可能性のない終身刑を付け

加えれば，有期刑の最高刑が３０年に長期化されていることと併せ，刑罰制度

全体の厳罰化を招く危険性があると考えるためである。しかし，死刑が廃止さ

れた場合の最高刑については，当連合会はこれまでに意見をまとめたことはな

い。 
  確かに「罪を犯した人」の中には，その時点のままの状態であれば，社会に

絶対に復帰させるわけにはいかない人も存在するであろう。しかし，現行制度

でも，仮釈放の審査を受けて認められない限り無期受刑者が社会復帰すること

はないこと，毎年仮釈放とされる数以上の無期懲役受刑者が刑務所内で死亡し

ている事実を，まず確認する必要がある。その上で，死刑制度廃止後の代替的

制裁として，無期刑の仮釈放の検討開始時期を１０年とする現行無期刑の上に，

１５年，２０年，２５年まで遅らせる「重無期刑制度」を新たに設けることを

検討する必要がある。 
  他方，このような制度では死刑廃止後の被害者の応報感情や一般市民の処罰

感情を満足させることができないという考え方もある。 
  そのような考え方からは，死刑に代わる最高刑として，刑の言渡し時には「仮

釈放の可能性がない終身刑制度」を導入するという選択肢，つまり，言渡し時

には生涯拘禁されることを内容とする終身刑の制度を死刑に代わる最高刑とし

て導入することを検討する必要がある。ただし，仮に刑の言渡しの時点では仮

釈放の可能性が認められない終身刑制度を導入したとしても，「人は変わり得

る」のであるから，受刑者が変化し真に更生した場合には，社会に戻る道が何

らかの形で残されていなければならない。本人が努力しても，釈放の可能性が

全くない刑罰に希望はなく，非人道的な刑罰であると言わざるを得ない。 
  ヨーロッパ人権裁判所も，「ヴィンター対英国事件」において，２０１３年

７月９日，釈放の可能性のない終身刑が，人権及び基本的自由の保護のための

条約（ヨーロッパ人権条約）第３条に違反する非人道的な刑罰であるとする判

決を言い渡した。ただし，この判決は，イギリス政府が内務大臣による温情に

よる釈放の権限（終身刑マニュアル）をより広範に行使すると約束したことを

根拠に，「ハッチンソン対英国事件」の２０１５年２月３日判決において見直

されている。この判決では，将来のイギリス政府の内務大臣がこの釈放権限を
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明確化する制度改正をすることに期待して，条約違反の判断は回避された。 
  すなわち，仮釈放の可能性のない終身刑を導入するとしても，将来の減刑の

可能性を制度的に残し，例えば，２５年以内に本人の更生の進展を審査して仮

釈放のある無期刑への減刑の可能性を認めるかどうかについて，受刑者の申立

てに基づいて再審査を行うなどの制度を確保しなければならないのである。そ

して，このような再審査は，行政機関による恩赦措置としても可能であるが，

フランス，イタリアやスペインの行刑裁判官が担っているような役割を裁判所

が担い，裁判所が刑の変更の可否を検討する制度設計が望ましい。 
  なお，スカンジナビア諸国やドイツ，スペイン等の国々では，終身刑そのも

のが廃止され，日本における無期刑に相当するような刑罰もなく，有期刑が最

高刑とされている。 
  また，このような刑罰制度の改革と同時に，後記する無期刑の仮釈放制度の

改革を確実に実現し，受刑３０年を経過しても，多くの無期受刑者について仮

釈放の審査の機会すら保障されないという異常な現状を，同時に改革しなけれ

ばならない。 
 
第４ 更生と社会復帰を軸とした刑罰制度の改革について  
１ 受刑者に対する基本的人権の制約を最小限にとどめるべきである 
  本来，何人も基本的人権を認められ，それに対する制約は必要最小限度でな

ければならないことは，憲法の原理から自明である。２００５年及び２００６

年の刑事被収容者処遇法改正により，面会，通信，電話等の外部との交通手段

は増えた。所内規則についても見直しがなされた。しかし，今も，受刑者に対

しては，必要最小限度とは言えない多岐にわたる基本的人権の制約が課されて

いる。 
  当連合会が調査したスペインでは，重罪犯の受刑者であっても，外泊が認め

られる者が多く，認められない場合も，配偶者や恋人との性交渉の可能な面会

が例外なく認められていた。スカンジナビア諸国では，定期的な外泊が認めら

れない受刑者に対する代償措置として夫婦面会制度が認められてきた。同様の

制度は，ブラジル，カナダ，ドイツ，イギリス，イスラエル，メキシコ等広く

認められている。また，スペインでは，子どもを育てる女性受刑者を街中の施

設に収容し，その施設から幼稚園に通わせることを認めるマザーズユニットが

運営されていた。性的な接触も母子の接触も人権だと考えられている。選挙権

も，判決によって奪われない限り行使できることが原則とされていた。 
  受刑者には限られた人権しか認めることはできないという観念の強い日本で
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は，このような扱いを実現するには高いハードルが存するであろう。しかし，

受刑者にも拘禁により自由を奪われる以外は，基本的人権が保障されることが

当然であるとすれば，このような取扱いこそ目指すべき方向ではないだろうか。  
  ２０１３年９月２７日，大阪高等裁判所第１民事部（小島浩裁判長）は，受

刑者の選挙権を一律に制限した公職選挙法の規定は，憲法第１５条第１項及び

第３項，第４３条第１項並びに第４４条ただし書に違反すると判断した。 
  すなわち， 同判決は，「国民の代表者である議員を選挙によって選定する国

民の権利は，国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として，議会制

民主主義の根幹を成すものであり，民主国家においては，一定の年齢に達した

国民のすべてに平等に与えられるべきものである。」，「憲法の以上の趣旨に

かんがみれば，自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定

の制限をすることは別として，国民の選挙権又はその行使を制限することは原

則として許されず，国民の選挙権又はその行使を制限するためには，そのよう

な制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないという

べきである。そして，そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保し

つつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認めら

れる場合でない限り，上記のやむを得ない事由があるとはいえず，このような

事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは，憲法１５条１項及び３項，

４３条１項並びに４４条ただし書に違反するといわざるを得ない。」と判示し

ている。 
    当該判決の考え方に基づいて，当連合会としても，制度改革案の検討に着手

し，国に対しても改革を求めていく必要がある。 
２ 無期懲役刑受刑者を含む仮釈放制度の徹底した改革を 
    当連合会は，高松宣言において，拘禁の使用の減少と並んで仮釈放制度の改

革を提言した。 
    受刑者に対する仮釈放要件を客観化し，その判断を適正かつ公平に行うもの

とするため，地方更生保護委員会の独立性を強化して構成を見直し，また規則

ではなく刑法において具体的な仮釈放基準を明らかにするよう，刑法第２８条

を改正すべきである。 
    この点，２００５年から２０１４年の過去１０年間で，仮釈放になった人は

合計７３人であり，そのうち，２度目の仮釈放者を除いた，初めての仮釈放者

の合計は５４人である。２０１４年には，１８００人以上いる無期刑受刑者の

うち，仮釈放になった人は僅か７人で，しかも，そのうち，新たに仮釈放にな

ったのは６人だけである。２０１４年に新しく仮釈放された人々の平均在所期
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間は，実に３１年４か月であった。一方，刑事施設で死亡した無期刑受刑者の

数はこの１０年間で１５４人おり，日本の無期刑は，既に事実上の「終身刑」

化している。当連合会は，２０１０年１２月１７日付け「無期刑受刑者に対す

る仮釈放制度の改善を求める意見書」において，無期刑受刑者に対する仮釈放

審理の適正化を図るため，服役期間が１０年を経過した無期刑受刑者に対して

は，その期間が１５年に達するまでの間に初回の仮釈放審理を開始し，その後

は１年から２年ごと，長くとも３年以内の間隔で定期的に仮釈放審理の機会を

保障すること等を提案している。 
３ 更なる施設内外の連携の強化を求めて 
   罪を犯した人の更生保護においては，一貫した社会的援助が核となるべきで

あり，その実践のために必要な人的物的条件と法的整備が重要であるが，これ

らの福祉的・社会的法整備に関してはこれまで十分に取り組まれなかった。 
    近時，更生保護の担い手である法務省，日本更生保護協会，全国保護司連盟，

全国更生保護法人連盟，日本更生保護女性連盟，日本ＢＢＳ連盟及び全国就労

支援事業者機構だけでなく，厚生労働省が法務省と連携を取り，必要な就労支

援や社会保障制度の利用に実効的な，罪を犯した人々に対する支援対策を始め

る動きが見られるようになってきている。 
    特に就労支援に関しては，法務省と厚生労働省が連携する支援対策として，

「刑務所出所者等総合的就労支援対策」が発表されており，そこでは，矯正機

関・更生保護機関と職業安定機関において，罪を犯した人に対する就労支援の

ための連携が十分ではなかったことを認め，具体的対策としては，刑務所とハ

ローワークを結んだ遠隔企業説明会の試行，厚生労働省の試行雇用奨励金の支

給対象に罪を犯した人を含めること，ハローワークによる職場適応・定着支援

の新設等が打ち出されている。 
    このような支援は，就労のみならず，生活全般の支援の連携に広げていかな

ければならない。 
    罪を犯した人の円滑な社会復帰を支援するため，政府は，矯正・保護部門と

福祉部門との連携を更に拡大強化し，かつ，罪を犯した者の再就職，定住と生

活保障等につながる福祉的措置の内容を充実させなければならない。 
４ マンデラ・ルールに基づく刑事拘禁制度の再改革を 
    １９５５年に制定されて以来，世界の刑事拘禁制度改革の道標としての役割

を果たしてきた国連被拘禁者処遇最低基準規則が，２０１５年国連総会におい

て６０年ぶりに改定された。この改定された国連被拘禁者処遇最低基準規則は，

合意された場所が南アフリカだったことから，マンデラ・ルールと呼ばれてい
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る。マンデラ・ルールにおいては，基本的な改正の方向性として，被拘禁者の

固有の尊厳と人間としての価値の尊重を基礎とし，刑事施設内の規律秩序の維

持のための規則及び刑事施設内における被拘禁者の生活全般を一般社会の規則

や生活に近付け，医療を保安体制から独立させ，可能な限り独居拘禁を回避し，

障がい者等の弱者に配慮し，法的な弁護へのアクセスの権利を確保し，苦情申

立てと査察の制度を整備し，また，拘禁開始から釈放まで，罪を犯した者と家

族・社会との連携を図り，地域社会が刑を終えた者に雇用の機会を提供するこ

とを奨励するように努めること等が求められている。文字どおり，被拘禁者の

人権を尊重するための最新の国際人権基準である。 

    被拘禁者の人権を尊重することは，一般社会から隔絶された施設内生活が更

生の妨げとならないよう配慮するためにも必要不可欠である。 
    マンデラ・ルールへの改定作業は，２０１２年４月犯罪防止刑事司法委員

会で始められ，日本政府もその起草に参加し，その制定に賛同したのであるか

ら，日本も，マンデラ・ルールに基づいて，刑事被収容者処遇法の再改正を行

うべきである。 
５ 刑を終えた者に対する人権保障について 
  (1) 問われる前科排除の社会体制 
      受刑者に対する社会復帰のための施策が実を結ぶためには，受刑者が刑を

終えて帰ってくる社会の側に，刑を終えた者を，刑を終えたものとして受け

入れる体制が伴わなければならない。ところが，日本における刑罰制度は，

刑を受け終わった後も一定期間は刑の言渡しの効力が続き，様々な資格制限

につながる制度となっている。 
      禁錮以上の刑に処せられた者の資格制限を定めている法律は，２００件を

超えている。資格数にすれば，更に多くの資格において制限がなされている

が，これらの資格制限には，規制の必要性が疑わしいものが多数含まれてい

る。刑罰を受けることにより，一定の資格制限があり，刑を終えて（仮釈放

を得て）社会に戻る人に，社会復帰の障害となるような資格制限が多く設け

られていることは，今や時代錯誤である。刑の言渡しを受けた者に対する資

格制限等その他刑を終えた者を社会から排除し，その社会復帰を阻害する刑

法第３４条の２「刑の消滅制度」と諸法に定められた資格制限規定について，

その必要性を一つずつ検討し，不必要な資格制限を撤廃することが必要であ

る。仮に，制限を残すべきとされる場合も，刑を受け終わって，１年から３

年で資格が回復するような制度に変えていくべきである。 
  (2) 刑を終えた者の就労への壁を取り除く 
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     刑を終えた者とは，刑を受け終え，「罪を償った人」のはずである。しか

も，刑を終えた者の再就職の促進は，本人のためばかりでなく，再犯の可能

性を劇的に減少させることが知られている。刑を終えた者に対する就労支援

には，社会全体のプラスとなる価値がある。 
     また，刑を終えた者が，再就職のための活動をするときに最も大きく悩む

ことは，前科を打ち明けるべきかどうかという点である。履歴書に受刑して

いた期間のことをどう書くかという問題である。受刑歴を明らかにして就業

するのは，極めて困難なのが実情である。しかし，そのことを隠して採用さ

れると，後日このことが発覚すれば，「経歴詐称」に問われることになりか

ねない。 
      前科の存在を知りながら，あえて雇用をしている企業もある。この状態が

ベストであると言える。本人は最も深い安心感を持って働けるし，同僚のた

めにも，再犯をしてはならないという強い動機付けが生まれるからである。

社会の偏見が残る現状を踏まえて，受刑者が新規就業をする際の経歴申告の

在り方についても，検討を加える必要がある。 
 
第５ 今こそ我が国の刑罰制度全体の改革を求める 

  先進国グループであるＯＥＣＤ加盟国の中で，死刑制度を存置し，国家として

統一して執行しているのは日本だけである。ＯＥＣＤ加盟国に限らず，国際社会

においては死刑廃止に向かう潮流が主流である中で，２０２０年，我が国は，国

連犯罪防止刑事司法会議とオリンピック・パラリンピック東京大会を開催するこ

とになった。国連犯罪防止刑事司法会議は，数千人の政府関係者と専門家・ＮＧ

Ｏが集い，世界の刑事司法の向かうべき方向性を議論する大規模な国際会議で

ある。また，政府与党内でも，死刑制度の在り方も含め，刑罰制度改革の議論

が開始されている。 
  このような中で，再審事件を支援し，様々な刑事司法制度改革を提案してきた

当連合会としても，死刑制度を廃止し，罪を犯した人に必要かつ効果的な処遇を

行っている諸外国に学び，刑罰制度改革の提言をすることが求められている。 
 弁護士の中には死刑制度について様々な意見がある。しかし，基本的人権の尊

重を使命とする当連合会は，世界の大勢を正確に見据えて活動をしていかなけ

ればならない。今や，死刑制度は，基本的人権の核をなす生命に対する権利（国

際人権（自由権）規約第６条）と両立し難い制度であると認識されている。 
 すなわち，自由権規約委員会は，国際人権（自由権）規約第６条第２項は死刑

制度を必要悪として容認していたが，その文言からも死刑制度はできる限り狭く
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解釈されるべきであるとし，死刑制度の廃止を前向きに検討するべきことを加盟

各国に幾度となく勧告してきた。２０１６年５月，イギリスを訪問した当連合会

の調査団に対し，イギリスの司法副大臣フォークス卿は，直接面談に応じた上，

「友人として一刻も早く日本における死刑廃止を望む」と話された。袴田事件や

名張事件を取り上げた映画が作られ，死刑に関する世論調査の在り方をテーマ

とした映画も作られた。死刑制度について市民が議論を深めるべき素材も豊富

となってきている。しかも，国連は，１９８９年には，死刑廃止を内容とする

自由権規約の第二選択議定書を採択し，２０１６年５月現在で，その締約国は

８１か国に達している。国連総会における死刑廃止決議も回を重ねるごとに賛

同国が増加していることは前に述べた。日本が国際社会において名誉ある地位

を占め続けようとするのであれば，国際社会のすう勢に従って死刑制度と決別

すべき時期が到来していると判断することは正当である。 
 当連合会は，刑事司法制度の一翼を担ってきた弁護士会として，国に対して，

日本における現状と世界の状況を見据え，死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体に

ついて，罪を犯した人の社会復帰を志向する現実的な改革案として宣言本文のと

おり実施することを求める。同時に，この宣言の実現のために，政府機関や国会

に働き掛けることはもちろん，今までにも増して国民の中で死刑廃止を含む刑罰

制度の在り方に関する議論が深められるよう，全力で活動を展開することを，こ

こに宣言するものである。 




